
患者サポート室            室長 平見 有二（呼吸器外科医長） 

● 活動目的 

（目的） 

当院受診中の患者さんやそのご家族、当院をこれから受診しようとされている患者さんやそのご家族、

以前に当院を受診されたことのある患者さんやそのご家族、といった当院に関わる全ての方々の疾病に

関する医学的な質問並びに生活上及び療養上の不安等、といった様々な相談に対応し、個々の問題を

解決することを目的に設置 

 

● 活動方針など 

（（方方針針））  

各部門の対応窓口（以下「対応窓口」とする）の支援体制の確立 

対話による問題の整理と明確化、及び代弁・仲介機能による的確な対応、対応窓口への移行の実施 

 

（（対対象象者者））  

１． 当院受診の患者さん又はそのご家族 

２． 当院をこれから受診しようとされている患者さん又はそのご家族 

３． その他の関係者 

 

（（業業  務務））  

１． 相談業務は相談内容に応じて、直接対応あるいは担当者への案件の取り次ぎ 

２． カンファレンスを週１回程度開催。相談内容により必要に応じて担当者の参加を求 

め、取り組みの評価を行うことによる業務体制の見直し 

３． 案件によっては、医療安全管理委員会との連携 

４． 相談窓口の設置目的、機能、活用方法、各部門における対応等についての、院内配 

布物や院内イントラネットを通じた各部門への周知・徹底 

５． 患者相談窓口の活動に関した、相談に対応する職員、相談後の取扱、相談情報の秘 

密の保護 

 

（（相相談談方方法法））  

相談方法は、原則として電話相談／対面相談で対応 

 

（（窓窓口口のの場場所所））  

相談を行う場所は下記の場所とし、相談内容に応じて適宜場所の選定をすることが望ましいが、原則は

以下の場所を利用することとする 

患者相談室（①番窓口（入院される方）の横）  （当院本館2F） 

 

（（相相談談のの記記録録））  

１． 最初に電話又は対面で相談、対応した室員は「患者サポート室対応簿」に記載 

２． 担当者は、相談内容及びその後の対応について「患者サポート室日誌」に記載 

（（報報告告体体制制））  

１． 相談の実績は日報・月報・年報を作成し、室長の決済後に院長へ報告 

２． 緊急の対応を要する場合は、直ちに室長から院長へ報告 

 

（（不不利利益益をを受受けけなないい配配慮慮））  

室の業務に関連して、患者さんが不利益を受けないように適切に配慮 

 

今今年年度度のの活活動動状状況況  

 患患者者ササポポーートト室室へへのの相相談談内内容容 

（2024年度 〔2024年4月〜2025年4月までの延べ980件〕 ） 

 

 

 特特徴徴 

以前からの問題「待ち時間が長い」 

近年の傾向「職員へ車椅子介助の依頼の増加」 

1 診療 393 

2 苦情・クレーム 243 

3 医療安全 10 

4 車椅子介助 141 

5 その他 193 
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